
平成˜›年Ÿ月™日 金曜日 第š›˜�号官 報

（
生
存
に
関
す
る
証
明
）

第
十
一
条

指
定
機
関
の
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
の
区
分
に
応
じ
、
寄
託
さ
れ
た
微
生
物
に
つ
い
て
の

生
存
に
関
す
る
証
明
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一

寄
託
が
行
わ
れ
た
と
き

寄
託
者

二

寄
託
者
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き

寄
託
者

三

次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
寄
託
さ
れ
た
微
生
物

の
試
料
の
分
譲
を
受
け
た
者
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き

請
求
人

２

前
項
第
三
号
の
請
求
は
、
次
条
第
一
項
の
請
求
と
同

時
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
請
求
は
、
前
条
第
一

項
第
三
号
の
場
合
を
除
き
、
指
定
機
関
の
長
が
定
め
る

様
式
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
分
譲
）

第
十
二
条

指
定
機
関
の
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者

の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
条
の
規
定
に
よ
り
拒
否

す
る
場
合
を
除
き
、
寄
託
さ
れ
た
微
生
物
の
試
料
を
分

譲
す
る
も
の
と
す
る
。

一

特
許
庁

二

寄
託
者
又
は
そ
の
寄
託
者
に
係
る
微
生
物
の
試
料

を
分
譲
す
る
こ
と
に
つ
い
て
承
諾
を
得
た
者

三

寄
託
さ
れ
た
微
生
物
の
試
料
の
分
譲
に
つ
い
て
法

令
上
の
資
格
を
有
す
る
者

２

前
項
の
請
求
は
、
指
定
機
関
の
長
が
定
め
る
様
式
に

よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
分
譲
の
拒
否
）

第
十
三
条

指
定
機
関
の
長
は
、
前
条
第
一
項
の
請
求
に

係
る
微
生
物
が
健
康
又
は
環
境
に
対
し
害
を
及
ぼ
し
、

又
は
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
性
質
を
有
す
る
場
合
に
お

い
て
、
請
求
人
が
そ
の
微
生
物
を
管
理
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
微
生
物
の
試
料
の
分

譲
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
培
養
及
び
保
管
に
用
い
た
条
件
を
記
載
し
た
文
書
の

請
求
）

第
十
四
条

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
寄
託
さ

れ
た
微
生
物
の
試
料
の
分
譲
を
請
求
す
る
者
は
、
そ
の

微
生
物
の
培
養
及
び
保
管
に
用
い
た
条
件
を
記
載
し
た

文
書
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
請
求
は
、
第
十
二
条
第
一
項
の
請
求
と
同
時

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
分
譲
の
通
知
）

第
十
五
条

指
定
機
関
の
長
は
、
第
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
寄
託
さ
れ
た
微
生
物
の
試
料
を
分
譲
し
た

と
き
は
、
寄
託
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の

と
す
る
。

（
分
譲
で
き
な
い
旨
の
通
知
）

第
十
六
条

指
定
機
関
の
長
は
、
寄
託
さ
れ
た
微
生
物
の

試
料
を
分
譲
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
確
認
し
た

と
き
は
、
そ
の
旨
を
理
由
を
付
し
て
寄
託
者
に
通
知
す

る
も
の
と
す
る
。

（
分
譲
で
き
な
く
な
っ
た
微
生
物
と
同
一
の
微
生
物
の

寄
託
）

第
十
七
条

前
条
に
基
づ
く
通
知
を
受
け
た
寄
託
者
が
、

分
譲
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
確
認
さ
れ
た
微
生

物
と
同
一
の
微
生
物
を
再
び
寄
託
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
そ
の
微
生
物
及
び
指
定
機
関
の
長
が
定
め
る
様
式

の
申
請
書
に
添
え
て
前
条
に
基
づ
く
通
知
の
写
し
及
び

そ
の
微
生
物
に
係
る
受
託
証
の
写
し
を
指
定
機
関
の
長

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
科
学
的
性
質
及
び
分
類
学
上
の
位
置
を
記
載
し
た
文

書
の
請
求
）

第
十
八
条

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
寄
託
さ

れ
た
微
生
物
の
試
料
の
分
譲
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

者
は
、
そ
の
微
生
物
の
科
学
的
性
質
及
び
分
類
学
上
の

位
置
を
記
載
し
た
文
書
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
請
求
は
、
指
定
機
関
の
長
が
定
め
る
様
式
に

よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
受
託
す
る
微
生
物
の
種
類
）

第
十
九
条

指
定
機
関
が
受
託
す
る
微
生
物
の
種
類
に
つ

い
て
は
、
指
定
機
関
の
長
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
賠
償
責
任
）

第
二
十
条

指
定
機
関
の
長
は
、
こ
の
実
施
要
綱
に
基
づ

く
業
務
か
ら
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
一
切
の
責
任

を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

（
言
語
）

第
二
十
一
条

書
面
は
、次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
き
、

日
本
語
で
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

委
任
状
そ
の
他
の
添
付
書
類
で
あ
っ
て
外
国
語
で
作

成
し
た
も
の
に
は
、
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
寄
託
の
不
継
続
）

第
二
十
三
条

指
定
機
関
の
長
は
、
寄
託
者
が
前
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
を
納
付
し
な
い

と
き
は
、
そ
の
寄
託
を
継
続
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
微
生
物
の
廃
棄
）

第
二
十
四
条

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
受
託
を
拒

否
さ
れ
た
微
生
物
、
寄
託
に
関
し
て
取
り
下
げ
ら
れ
た

申
請
に
係
る
微
生
物
、
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
継
続

さ
れ
な
い
寄
託
に
係
る
微
生
物
は
、
指
定
機
関
に
お
い

て
廃
棄
す
る
も
の
と
す
る
。

（
証
明
書
の
交
付
）

第
二
十
五
条

指
定
機
関
の
長
は
、
第
八
条
、
第
九
条
第

四
項
及
び
第
十
一
条
第
一
項
に
定
め
る
ほ
か
、
こ
の
実

施
要
綱
に
関
す
る
業
務
に
関
し
証
明
書
の
交
付
を
請
求

さ
れ
た
場
合
、
当
該
証
明
書
の
交
付
が
適
当
と
認
め
ら

れ
る
と
き
は
、
証
明
書
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
規
程
の
届
出
）

第
二
十
六
条

指
定
機
関
の
長
は
、
こ
の
実
施
要
綱
に
基

づ
き
、
指
定
機
関
が
行
う
特
許
出
願
に
係
る
微
生
物
の

寄
託
等
に
関
す
る
規
程
を
定
め
、
特
許
庁
長
官
へ
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
実
施
要
綱
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十

三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

〇
東
北
地
方
整
備
局
告
示
第
九
十
三
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）

第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
事
業
の
認
定
を
し
た
の
で
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
八
月
二
日

東
北
地
方
整
備
局
長

浜
口

達
男

一

起
業
者
の
名
称

秋
田
県

一

事
業
の
種
類

一
般
国
道
百
三
号
改
築
工
事
（
秋
田

県
鹿
角
市
十
和
田
大
湯
地
内
）
及
び
こ
れ
に
伴
う
附
帯

工
事

一

起
業
地

イ

収
用
の
部
分

秋
田
県
鹿
角
市
十
和
田
大
湯
字
大

楽
前
及
び
字
高
崩
地
内

ロ

使
用
の
部
分

秋
田
県
鹿
角
市
十
和
田
大
湯
字
大

楽
前
及
び
字
高
崩
地
内

一

土
地
収
用
法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
図
面
の
縦
覧
場
所

秋
田
県
鹿
角
市
役
所

〇
東
北
地
方
整
備
局
告
示
第
九
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計

画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
八
月
二
日

東
北
地
方
整
備
局
長

浜
口

達
男

一

施
行
者
の
名
称

秋
田
県

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

平
成
六
年
建
設

省
告
示
第
二
千
四
十
九
号
秋
田
都
市
計
画
道
路
事
業

三
・
四
・
十
四
号
川
尻
広
面
線

三

事
業
施
行
期
間

自
平
成
六
年
十
月
十
八
日
至
平
成

二
十
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

〇
経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
九
十
二
号

印
紙
を
も
っ
て
す
る
歳
入
金
納
付
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
二
号
）
第
一
条
た
だ
し
書
の

規
定
に
基
づ
き
、
印
紙
を
も
っ
て
納
付
す
る
こ
と
が
で
き

る
手
数
料
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
四
年
八
月
二
日

か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
平
成
十
三
年
経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
三
十
一

号
は
、
平
成
十
四
年
八
月
一
日
限
り
、
廃
止
す
る
。

平
成
十
四
年
八
月
二
日経

済
産
業
大
臣

平
沼

赳
夫

特
許
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び

第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
庁

長
官
の
指
定
す
る
機
関
が
行
う
特
許
出
願
に
係
る

微
生
物
の
寄
託
及
び
微
生
物
の
試
料
の
分
譲
に
関

す
る
手
数
料

（
手
数
料
）

第
二
十
二
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

は
、
指
定
機
関
の
長
が
特
許
庁
長
官
の
承
認
を
得
て
、

実
費
を
勘
案
し
て
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
二
条
又
は
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
寄
託
に
係

る
申
請
書
等
を
提
出
す
る
者

二

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
寄
託
の
継
続
を
請

求
す
る
者

三

第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
科
学
的
性
質
若
し

く
は
分
類
学
上
の
位
置
の
表
示
又
は
修
正
に
関
し
証

明
を
請
求
す
る
者

四

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
生
存
試
験
を
行
う

こ
と
を
請
求
す
る
者

五

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
生
存
に
関
す
る

証
明
書
の
交
付
を
請
求
す
る
者

六

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
微
生
物
の
試
料

の
分
譲
を
請
求
す
る
者

七

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
科
学
的
性
質
及

び
分
類
学
上
の
位
置
を
記
載
し
た
文
書
を
請
求
す
る

者
八

第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
証
明
書
の
交
付
を
請

求
す
る
者

２

前
項
の
規
定
は
、
こ
の
実
施
要
綱
に
よ
り
手
数
料
を

納
付
す
べ
き
者
が
国
及
び
独
立
行
政
法
人（
特
許
法（
昭

和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
百
七
条
第
二
項

の
政
令
で
定
め
る
独
立
行
政
法
人
に
限
る
。）で
あ
る
と

き
は
、
適
用
し
な
い
。

３

第
一
項
の
手
数
料
を
印
紙
を
も
っ
て
納
付
す
る
と
き

は
、
特
許
印
紙
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

納
付
さ
れ
た
手
数
料
は
、返
還
し
な
い
も
の
と
す
る
。

Ÿ


